
 

図-2 宮城県内の被害状況 
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１．はじめに 

平成20年岩手･宮城内陸地震により栗駒山周辺

では大規模な山地災害が発生した（図-1）。その

規模は、山腹崩壊・地すべり・土石流などが約3500

箇所、不安定土砂発生量は約1億3000万m3といわ

れている。山地災害のほとんどは国有林内での発

生であったが、介在または周辺の民有林にも多数

発生しており、宮城県では栗原市の耕英、日影森

・洞万、温湯、浅布・本沢軽井沢地域で特に甚大

な被害であった（図-2）。宮城北部森林管理署で

は被災国有林の復旧を進めるほか、これら4地域

について、宮城県知事の要請を受け、「迫川地区

民有林直轄治山事業」として民有林の復旧にも取

組んでいるところである。 

崩壊地の復旧は、山腹斜面の安定を図る山腹基

礎工、植生の生育基盤を造成・改善する緑化基礎

工、植生を導入する植生工を組み合わせて行って

いる。これらを施工していく上での設計の考え方は、治山技術基準に基づいているが、土留工等は

安定計算上、数値基準が定められているものの、緑化基礎工については厳密な数値基準が定められ

ていない。そのため、設計の際に判断に迷うことも多いのが実情である。 

この緑化基礎工については、迫

川地区では、丸太柵工、丸太筋工

を主に採用している。丸太柵工等

は、等高線上に小径丸太を1段～5

段（柵高10～50cm）積んで一定間

隔で配置し（写真-1）、斜面表土

の固定や、斜面の流下水を分散さ

せ、表面侵食の防止を図るもので

ある。ここで、配置間隔や柵高が

ポイントになるが、技術基準では

図-1 岩手･宮城内陸地震発生箇所 
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数値基準がないため、現場条件に応じて経験的

に決定することとなる。迫川地区では、配置間

隔は斜面勾配に応じ、また、コストも勘案し、

緩斜面では広く、急斜面では狭く設置しており、

柵高は崩壊地内に残留した土砂量に応じ、また、

斜面勾配の緩和も考慮し、丸太1段積～5段積の

中から選択している。これらの考え方に対して、

配置間隔については、間隔が広すぎたり斜面に

合っていなければ表面が侵食されるおそれがあ

るという問題が、柵高については、固定する土

砂量が多ければ傾きやはらみが発生するおそれ

があるという問題が生じてくる。 

こうしたなか、迫川地区における丸太柵工等

の施工例が増えてきたため、これまでの施工箇

所で施工効果を調査し、配置間隔や柵高につい

ての設計の考え方が適当であったかを検証し、

今後の迫川地区において丸太柵工等の施工方法

を検討する上での基礎資料を得るため本研究を

行なった。 

 

２．調査方法 

調査は迫川地区民有林直轄治山事業の実施箇所である4地域に加え、同一条件下である隣接の国

有林治山事業施工地において、丸太柵工等が施工されている箇所から、施工後1年以上経過してい

る箇所を選定して行なった。 

調査項目としては、丸太柵工等の配置間隔の問題については、配置間隔、現場条件としての土壌

の切・盛、配置区間の斜面勾配、埋め土や植生の流出などの異常箇所の有無とした。現場条件の調

査項目の選定については、アメリカの農業関係で、表土の侵食土砂量算定に使われているUSLE式（式

-1）を参考にした。この式は、日本の森林でも適用可能とされており、係数のうち、現場ごとに異

なる土壌、斜面長、傾斜を採用した。この式から、盛土箇所、急斜面、配置間隔が広い箇所に異常

が現れやすいことが想定される。 

 

侵食土砂量算定法（USLE式） 

  侵食土砂量（Ａ）＝Ｒ・Ｋ・Ｌ・Ｓ・Ｃ・Ｐ                  （式-1） 

 

Ｒ：降水係数  Ｋ：土壌係数  Ｌ：斜面長係数  

Ｓ：傾斜係数  Ｃ：作物係数  Ｐ：保全係数 

 

柵高の問題については、柵高、現場条件としての土壌の切・盛、斜面勾配、傾きやはらみなどの

写真-1 丸太柵工等の施工状況 



 

異常の有無とした。現場条件の調査項目は、固定する土砂量に関する因子として土壌の切・盛と、

斜面勾配を採用した。 

 

３．結果及び考察 

調査は山腹工15箇所で行なったが、1つの斜面内で土壌の切・盛や、斜面の上部や下部のように

斜面勾配が異なるなど、現場条件が異なる場合は複数箇所で調査を行なったため、データ数は全55

箇所となった。 

先ず、丸太柵工等の配置間隔の施工状況について、図-3、図-4、図-5に示す。配置間隔は2～4m

の範囲が45％で最も多く、斜面勾配は30～35度の範囲が35％で最も多い状況であった。配置間隔と

斜面勾配の関係からは、急斜面に対しては配置間隔を狭く、緩斜面に対しては配置間隔を広く配置

しているという状況が確認された。土壌の切・盛別に見ると、切土斜面は急斜面に集中し、盛土斜

面は急斜面から緩斜面まで広範囲に分布していた。 
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図-5　施工状況（配置間隔と斜面勾配の関係）
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図-3　施工状況（配置間隔）
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図-4　施工状況（斜面勾配）
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次に施工効果について、埋め土の流出などの異常が見られたものを写真-2に示す。異常が見られ

た箇所は55箇所中9箇所であった。異常の状況としては、現時点では大規模な侵食ではないが、こ

のまま放置すると侵食が進み、丸太柵工等の流出につながるおそれも考えられた。 

ここで配置間隔と斜面勾配の関係

と異常の発生状況を図-6に示す。斜

面勾配が20度以上で、配置間隔が7m

未満と狭いところには異常は見られ

なかった（a）。この範囲では、これ

までの施工方法は概ね適当であった

と思われる。 

切土斜面、盛土斜面に区分して結

果を見てみると、切土斜面では異常

はほとんど見られなかった（b）。こ

れまでの切土斜面での施工方法は概

ね適当であったと思われるが、ここ

で、1つ見られる異常箇所については、

斜面勾配が20度未満、配置間隔が7m

以上の範囲での施工例が少なく、現

場条件と異常発生との関係がはっき

りとしないため、今後個別に検討し

ていく必要がある。 

盛土斜面では斜面勾配が20度未満、

配置間隔が7m～17mの範囲で異常が

見られた（c）。このことから、斜面

勾配20度未満、配置間隔7m～17mの範

囲の盛土斜面では、今後の施工にお

いて注意が必要であるといえる。 

 

写真-2 配置間隔の施工効果（異常の発生状況） 

図-6　配置間隔及び斜面勾配と異常発生の関係
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2つ目の問題であった柵高の施工状況について、図-7に示す。柵高10cmは1箇所、柵高30cm、40cm、

50cmはそれぞれ16箇所、18箇所、20箇所であった。 

次に施工効果について、傾きなどの

異常が見られたものを写真-3に示す。

また、異常が見られた箇所について、

表-1に示す。異常が見られた箇所は55

箇所中3箇所と少ないため、はっきり

とした現場条件との関係は言えない

が、柵高が高く、緩勾配の盛土斜面に発生していることがわかる。個々の異常の状態を見ると、異

常は部分的であり、現在のところ構造物の安定性に影響が出るような状態ではなかった（写真-3）。

このことから、これまでの柵高についての施工方法は概ね適当であったと考えられる。 

 

４．まとめ 

今回の研究で、これまでの丸太柵工等の施工方法は概ね適当であったといえる結果が得られる一

方、特に盛土斜面において斜面勾配が20度未満、配置間隔が7m～17mの範囲で表面侵食が発生して

いることが明らかとなった。これまでは緩斜面は配置間隔を広めに配置していたが、表面侵食の発

生を考える目安として、絶対値ではないものの7mという数値が得られたことは、今後の設計に生か

せる大きな成果だといえる。 

最後に今後の課題として、今回、表面侵食の発生が見られた斜面勾配が20度未満、配置間隔が7m

～17mの範囲の盛土斜面において、表面侵食防止のために、配置間隔を狭くすることになれば、コ

スト高になるという問題が生じてくる。また、7mという目安を踏まえた上で、今後適当な配置間隔

を考えるには、植生などの他の現場条件も考慮した検討が重要となってくる。さらに、施工例が少

ない範囲で発生した異常については、現場条件と異常発生との関係がはっきりとしないため個別に

検討を行なっていく考えである。 

異常箇所 柵高（cm） 勾配（°） 切・盛 状態

① 40 11 盛 はらみ・傾き

② 40 11 盛 傾き

③ 50 10 盛 傾き

表-1　丸太柵工等の異常箇所

写真-3 柵高の施工効果（異常の発生状況） 
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図-7　施工状況（柵高）
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